
 

 

 

不登校児童生徒等の学びの継続支援に関する懇談会 開催要綱 
 
 
 

（趣旨） 

第１条  本県における不登校児童生徒に対する学びの継続支援について検討する上で、

有識者等の意見を聴くため、不登校児童生徒等の学びの継続支援に関する懇談会を開

催する。 

  なお、懇談会は、地方自治法第 138 条の４第３項の規定に基づき、法律又は条例に

より設置された附属機関ではないものとする。 

 

（会議事項） 

第２条  懇談会は、次の事項について意見交換を行う。 

(1) 不登校が長期化している児童生徒の学びの支援について 

(2) 多様な学びの場における不登校児童生徒の出席扱いについて 

(3) ICT等を活用した不登校児童生徒の学習の評価について 

(4)  不登校に対する理解を深める啓発活動について 

 

（構成） 

第３条  懇談会の構成員は、別表のとおりとする。なお、必要に応じ、その他の者の意

見を聴くことができる。 

 

（座長） 

第４条  会議に座長を置く。 

 

（開催時期） 

第５条  会議は令和４年３月 31日までの間、開催するものとする。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不登校児童生徒等の学びの継続支援に関する懇談会 構成員 

 氏  名 所 属 等 備考 

1 荒井
あ ら い

 英治郎
えいじろう

 信州大学教職支援センター 准教授 

 

学識経験者 

 

2 宮嵜
みやざき

 貞子
て い こ

 
長野県スクールソーシャルワーカー 

スーパーバイザー 

社会福祉士 

精神保健福祉士 

３ 高城
た か ぎ

 早苗
さ な え

 長野県スクールカウンセラー 
公認心理師 

臨床心理士 

4 池田
い け だ

 剛
つよし

 
ＮＰＯ法人 

ぱーむぼいす 理事長 

不登校支援に係る

民間施設の関係者 

5 西森
にしもり

 尚巳
な お み

 
子どもの支援・相談スペース 

「はぐルッポ」 代表 

不登校支援に係る

民間施設の関係者 

6 近藤
こんどう

 守
まもる

 長野県市町村教育委員会連絡協議会 
市町村教委連 

会長 

７ 小山
こ や ま

 隆
たか

文
ふみ

 東御市教育長 市町村教育長 

８ 熊谷
くまがい

 弘
ひろし

 長野県ＰＴＡ連合会 保護者代表 

9 高野
た か の

 直樹
な お き

 長野県小学校校長会 学校関係者 

10 北澤
きたざわ

 嘉
よし

孝
たか

 長野県中学校校長会 学校関係者 

 

 

 

 

 


